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地方独立行政法人市立大津市民病院
第３期中期目標の策定などについて

令和６年６月通常会議 教育厚生常任委員会
報告事項
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１ 市と市民病院、市議会のかかわり
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① 市の機関の一部
② 地方公営企業法の
一部適用

平成29年3月まで

① 地方独立行政法人法の規定に基づき
地方公共団体が設置した法人
② 法人の自律性･自主性を尊重

平成29年4月から

市民病院
（法人）

大津市

滋賀県 ・設立、解散
・中期目標策定、指示
・中期計画などの認可
・理事長の任命
・運営の支援（負担金、貸付け）
・法人の業務実績評価 など

・中期計画などの認可申請
・年度計画の届出
・役員報酬・給与等の支給基準の届出
・財務諸表、業務実績書類の提出 など

・設立、解散の認可
・定款の認可 など

市議会
【議決】

評価委員会

【議案など提出】
・県への認可申請
・中期目標策定
・中期計画の認可のほか、
法人からの申請書類の認可 など
【報告】業務実績及びその評価結果、
財務諸表など
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２ 中期目標の策定について
（１）地方独立行政法人法（抜粋）

(中期目標)
第二十五条 設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき
業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人
に指示するとともに、公表しなければならない。
当該中期目標を変更したときも、同様とする。

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
二 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
三 業務運営の改善及び効率化に関する事項
四 財務内容の改善に関する事項
五 その他業務運営に関する重要事項

３ 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の
意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。



設立団体の長市議会
市民病院
（法人）

評価委員会

①中期目標
原案の提示

②中期目標原案に
対する意見

③中期目標の
議案提出

④中期目標の
議決

⑤中期目標
の指示

（２）中期目標の策定等の流れ
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ア 医療サービスの質の向上

イ 業務運営の改善・効率化

ウ 財務内容の改善

医療サービス
の質の向上

業務運営
の改善・
効率化

財務内容
の改善

地域医療への貢献
地域の医療機関と連携し、信頼でき
る対応並びに患者や家族のＱＯＬ及び
ＱＯＤの向上を意識した治療に努める
■市民病院としての役割
公立病院として圏域で不足する機能
を補完し、市民に身近な病院としての
役割を果たす
■地域の病院、診療所等との機能分化
及び連携強化
■市民・患者への医療サービス
■医療の質の向上

抜本的な業務運営の改善
人的及び物的資源並びに情報などの経営資源を有効かつ効率的に活用すること
■経営の効率化⇒原価計算を基にした業務運営の改善、診療科目・病床数の適正化、労働生産性の向
上、効率的かつ効果的な設備投資
■経営管理機能の充実⇒業務運営体制の強化、業務管理（リスク管理）の充実
■組織運営体制の強化と職員の意識変革⇒組織運営体制の強化、職員の意識変革、計画的な人材育成

持続可能な病院経営の実現
安定した財務運営により
市民病院の経営基盤を一層
強化
■収支バランスの適正化
⇒収入の安定的確保及び
収益の最適化、支出及び
費用の抑制
■運営費負担金
■目標期間内の収支見通し

（３）【参考】第２期中期目標における各項でのサマリー

第２期中期目標の期間 ： 令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで



7

7

３ 中期計画の認可について
（１）地方独立行政法人法（抜粋）

(中期計画)
第二十六条 地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の
規則で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、
設立団体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようとするときも、同様とする。

２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
四 短期借入金の限度額
四の二 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、
当該財産の処分に関する計画
五 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
六 剰余金の使途
七 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

－ 以下、省略 －

(料金及び中期計画の特例)
第八十三条 － 中 略 －
３ 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認
可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。



設立団体の長市議会
市民病院
（法人）

評価委員会

（２）中期計画の認可の流れ

8

8

①中期計画
案の提示
⑤認可申請

④修正等の指示
⑧認可

②中期計画
案の提示

③中期計画案に
対する意見

⑥中期計画
認可議案
の提出

⑦中期計画
の認可の
議決

委員会は、市長の諮問に応じ、意見を述べるものとする

（根拠：地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会条例第2条第1号）
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（３） 【参考】第２期中期計画の構成

前文
第１ 中期計画の期間
第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
目標を達成するためとるべき措置
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき
措置
第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置
第５ 予算、収支計画及び資金計画
第６ 短期借入金の限度額
第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
第８ 剰余金の使途
第９ 料金に関する事項
第１０ 地方独立行政法人市立大津市民病院の業務運営並びに財務及び
会計に関する規則第６条で定める事項
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４ 第３期中期目標策定、第３期中期計画の認可にかかる
令和６年度のスケジュール

№ 項 目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 第３期中期目標の
策定関係

2 第３期中期計画の
認可関係

3 市議会（通常会議）
評価委員会

意見

パブ
コメ

案
確定

議案
提出

議案
審議

議案
提出

議案
審議

意見

認可
申請
受理

評1 評2 評3 評4

6議 8議 11議

評5

2議

報告

※省略して記載している名称の見方（例示）は次のとおり。
6議→６月通常会議 評1→第１回評価委員会 意見→評価委員会からの意見
※作業進捗などでスケジュールに変更が生じる場合がある。

所管
事務

報告

中期計画の進捗状況
①令和5年度経営状況、②年度業績評価、
③第２期期間見込評価
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